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百
。

ω
古
目
。

(

ω

M

吋印
i
M
∞
ム
〉
は
、
ア
フ
リ

カ
に
楠
民
地
を
も
た
な
い
ド
イ
ツ
の
側
か
ら
の
、
発
展
途
上
国
の
発
展
に
対

す
る
法
学
者
の
貢
献
の
必
要
性
と
重
要
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
o

ア
フ
リ

カ
を
東
南
ア
ジ
ア
と
お
き
か
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
も
考
え
る
べ
き
問

題
で
あ
ろ
う
o

な
お
、
発
展
途
上
国
と
の
国
際
取
引
に
関
し
て
は
、
前
述
の
〈

B
宮
各
自
ロ

の
指
摘
が
妥
当
す
る
ほ
か
、
明
白
丹
0
5
2・
H
Z
〉
ι
B
5
2同
st〈
ぬ
の
c
己
E
2

ヨ
吋
EDω
口広
5
5一、
H

，S
E
R
E
-ロ
ω
同耐え
F
2
5
5
0口
子
。

cm巾r
q
『
(υcgi

3
5
8
3・
目
白
i
M
吋
さ
は
、
外
国
企
業
と
発
展
途
上
国
政
府
と
の
関
係
を

律
す
る
法
原
理
の
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
契
約
の
概
念
を
指
針
と
し
て

使
用
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
o

(3) 

判
例
の
法
源
性
に
つ
い
て
は
、
前
掲
川
島
論
文
が
貴
重
な
貢
献
を
し

た
ほ
か
、
開

E
司自

y

F
ロ
円
円
合
同
5
ロ
チ
凶
牛
『
C
F
門
官
吋
}
ぬ

]zm命
含
ロ

ω
-
g
H出可回

3
2
P一E

2

3
・
弓
l
∞
ム
)
は
、
社
会
主
義
国
に
お
い
て
、
判
例
は
法
律
上

は
拘
束
力
を
も
た
な
い
が
、
事
実
上
は
大
陸
法
諸
国
と
同
様
に
、
法
の
形
成
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に
対
し
相
当
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
、
多
く
の
実
例
を
あ
げ
て
論

じ
て
い
る
o

わ
が
国
に
も
、
ソ
ビ
エ
ト
の
判
例
の
問
題
に
関
し
す
ぐ
れ
た
研

究
が
あ
る
が
(
中
山
「
ソ
ビ
エ
ト
の
法
源
論
」
法
源
論
所
収
、
稲
子
「
判
例
の

比
較
法
的
研
究
・
ソ
連
」
比
較
法
研
究
二
六
号
)
、
本
稿
は
、
他
の
社
会
主

義
国
を
も
問
題
と
し
、
高
名
な
チ
ェ
コ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
法
学
者
に
よ
る
弾

力
的
な
論
旨
の
展
開
が
見
ら
れ
る
点
で
、
参
考
に
な
る
o

な
お
、
本
論
文
集

に
対
す
る
社
会
主
義
国
か
ら
の
寄
稿
は
本
稿
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
全
体
と
し

て
社
会
主
義
法
を
あ
っ
か
う
論
稿
が
少
な
い
の
は
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

限
界
と
い
う
べ
き
か
。

。2一m
w
w
U
Z
阿山町内

r
z
Z
2間
仏

m司門
司
円
酔

NO《山内口
NE品
ω円一戸
2ι
ロ
ロ
向
。
口
仏
ヨ

ωODm件。

〈
Q
ロ
虫
色
出
司
町
民
ロ
ロ

L
ω
2
0〕「
g
F
E
一
∞
・
』

p
y円
7C口門戸内円
F

H同
2
7
7〈
巾
円
四

-2l

n
r
g
ι
m
F
g
m円
r
E
m
B
3・
-Oωi一
日
印
)
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
縁
遠
い
イ

タ
リ
ア
法
史
の
研
究
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
、
判
例
の
法
源
性
が
明
確
に
否

現代比較私法学の諸問題

定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
も
、
判
例
法
の
創
造
性
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
お
り
、
現
代
的
意
義
を
失
わ
な
い
。
以
上
の
川
島
、
ク
ナ
ッ
プ
、

ゴ
ル
ラ
の
研
究
は
、
英
米
法
系
以
外
の
法
系
で
の
判
例
の
重
要
性
を
指
摘
す

る
も
の
と
し
て
共
通
性
を
も
っ
。

判
例
の
重
要
性
に
関
連
し
て
、
西
ド
イ
ツ
で
は
最
近
裁
判
所
に
お
け
る
少

数
意
見
の
公
表
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
〉
E
門戸

Z
m
n
z
g巾
N
5

《
凶

5
3
E口
出

C℃
E
C
D
(
ω

一吋
i一
品
目
)
は
、
少
数
意
見
の
公
表
を
支
持
す
る

立
場
に
立
っ
て
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
o
結
局
、
西
ド
イ
ツ
で

は
一
九
七
一
年
よ
り
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
少
数
意
見
制
が
採
用
さ
れ
、
す
で

に
少
数
意
見
付
の
判
例
も
公
表
さ
れ
て
い
る
o

大
し
た
議
論
も
な
く
同
様
の

制
度
を
い
ち
早
く
採
用
し
た
わ
が
国
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
西
ド
イ
ツ
の

議
論
に
は
参
考
に
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
(
桜
田
勝
義
「
西
ド
イ

ツ
司
法
改
革
の
一
側
面
1

|
少
数
意
見
制
の
採
用
」
判
時
六
一
九
号
参
照
)
。

比
較
私
法
の
概
念
か
ら
は
、
は
み
で
る
が
、
わ
さ
胃

=zp
吋，

Z
ω
M
m
E
i

b
g口
2
9『
』
ロ
ハ
ロ
ハ
リ

E
一
河
内
三
ぬ
が
ぐ

C
『

F
3
1己
主

弓

ロ

古

江

戸

o
n
-
D
Zロ
6
0
5
q

話、

2-L(ω

ミ
ー
-
宝
〉
は
、
現
代
世
界
に
お
け
る
違
憲
法
令
審
査
権
の
発

展
を
論
じ
た
格
調
高
い
論
文
で
あ
る
。

(4) 

異
法
系
問
の
比
較
と
交
流
の
問
題
は

ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
身
を

も
っ
て
実
践
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
本
書
中
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
論

文
が
多
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
一
般
的
な
問
題
を
論
じ
た
も
の
を
と
り

あ
げ
る
o

ま
ず
、

Z
2
5
0
ヨ
ア
ロ
2
2
n
r。
E
L
P
E
N
P
2
n
Z
N
E
-
E
l

円

7
2
2
5
2
ω
円

Z
P
l
∞2
5口
一
応
ゲ
何
回

NZ
巴
E
E
Z
R
F
2
ω
円
宮
町
片
田

l
z
E

同

νhw
ュ=
2
2
r
m
L
Z〈
R7MF
一吉岡田

E
d
g
h
〈
司
君

E
L
Zロ
(ω
・一回印
i↓由。)は、

世
紀
以
降
の
独
仏
私
法
学
の
問
に
も
、

一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
以
上
の
密

援
な
交
流
が
あ
り
、
ま
た
両
国
民
法
の
差
は
実
際
上
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
も ブL
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キ;

の
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
著
者
と
同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
法
に
造
訪
が

深
く
、
最
近
U
E
F
E
N
町
m
E
n
Z
N
E
r
2
E
W
日
ロ
ι
0
・
一
回
コ
・

と
い
う

資

モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
業
績
を
発
表
し
た
フ
ェ
リ
ー
ト
は
、
本
稿
を
高
く
評
価

す
る
と
と
も
に
、
最
近
ド
イ
ツ
法
が
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
る
の
に
、
逆
の
交
流
が
乏
し
い
こ
と
を
指
摘
し
、
ド
イ
ツ
の
立
法
当

局
を
批
判
し
て
い
る
(
司
司
再
出
・
印
。
ω
盟
主
・
)
。

ピ
3
0
P
0
2
E
E
F
t
〈
口
門
戸
口
四
日
〉
2
5
m
ロ
巴
2
5
三
宮
H
U
是
正
戸

H
h
m
当
寸
(
∞
・
一
三
l
M
S
〉
は
、
g
R
Z
Z
E
の
著
書
を
中
心
と
す
る
法
学
説

が
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ

ら
の
法
学
説
に
対
し
大
防
の
法
規
論
の
影
響
が
強
レ
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
O 

大
陸
法
と
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
法
と
の
交
流
に
つ
い
て
、
回
P
E
E
-
問
。
i

n
y
仲
間
〈
2
m
F
E
E
ロ
m
-
ロ
?
ロ
ロ
F
E
r
E
一
吋
・
]
∞
z
r
ロ
ロ
ハ
山
内
町
同
(
ω
・
日
ω
印
l
A
N
A
印
)
は
、

す
で
に
一
七
世
紀
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
叶
2
E
大
学
で
ロ

l
マ
法
の
比
較

研
究
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
、
民
主
ロ
戸
吋
Z
H
ロ
{
2
2
9
9
h
F
ぬ
の
2
l

吉
山
口
口
G
円
台
E
m
川
C
同
円
ヨ
司
自
由
戸
玄
-
M
q
c
ロ
ω
2包
括
『

ω
ω
-
2
戸
山
者
(
ω
・
吋
(
〕
印
l

吋
M
O
)
は
、
ス
ェ

l
デ
ン
売
買
法
に
対
す
る
ド
イ
ツ
法
理
論
の
影
響
は
一
般
に

考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
深
い
と
結
論
つ
け
て
い
る
。
な
お
、
ス
カ
ン
ジ
ナ

ピ
ア
法
は
全
体
と
し
て
大
陸
法
系
に
属
す
る
か
、
あ
る
い
は
大
陸
法
と
も
英

米
法
と
も
異
な
る
独
自
の
法
系
を
形
成
す
る
か
は
、
興
味
の
あ
る
山
題
で
あ

る
が
、
こ
の
点
に
関
し
、
の
c
ヨ
R
L
(
コ
ベ
ン
ハ

l
ゲ
ン
大
学
教
授
)
が
ス
カ

ン
ジ
ナ
ピ
ア
法
、
と
く
に
デ
ン
マ
ー
ク
法
の
独
自
性
を
主
張
し
た
の
に
対
し

(
の
9
5
R
L
-
何
回
〈
ニ
円
E
F
h
c
ヨ
ヨ
G
口
戸
ω
耳

E
M
L
ω
E
ー
ロ
L
E
ω
〈
芯
口
戸
川
W
2
・
印

ω
S
E
E
P
〈
回
目
口
∞
宮
岳
2
5
H
L
Z
M
吋
今
回
目
一
)
)
、
最
近
、
ω
己
口
《
同
日
出
品
(
ス

ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
教
授
)
が
こ
れ
に
反
論
し
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
法
は
大

陵
法
系
に
印
刷
す
る
と
論
証
し
て
い
る
お
=
ロ
仏
Z
円
四
-
n
z
-
C
F
(
U
0
3
2
0
ロ

戸
ω
者
自
門
日
同
町
内
ω
n
E
L
F
E
〈
F
O
E
-
-
ω
∞
門
戸
口
ω
え
-
H
h
e
一
∞
N
(
一
回
目
叩
〉
〉
O
本

増
田
所
収
の
前
掲
二
論
文
は
、
ω
c
E
F
『
聞
の
主
張
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
こ
と

一
r
」

戸
i
h
タ

h
J
戸
、
ノ
ミ

O

K
4
7
F
一式ノカ

(5) 

比
較
法
の
方
法
論
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
〉
=
2
7
岡山岳
2
5
E
回日

hw

円内閣の「巾円。一戸内命門mC円一ω

E
h
同
r
q
門
目
。
g
E
日
出
E
件
当
虫
(
ω
同
二
l
M
-
U
)

o
s
r
口
一
町
、
ζ
2
7
a
g
F
a
g
L
q
H
N
R
F
Z
Z
必
一
2
5
5
m
s
d
t
n
r
z

L
R
E
H
ロ
件
。
門
口
巳
門
戸
C
D
m
凶
一
開
口
♀
ι
-
c七日
-
E
G『

(
U
C
E℃
2
E
t
〈
ぬ
戸
m出
合

(ω・MM一la

同

ω
ω
)
の
二
編
が
あ
る
o

ア
ン
セ
ル
の
も
の
は
、
比
較
法
は
独
立
の
課
目
で

は
な
く
、
方
法
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
、
比
較
法
の
研
究
と
方
法
に

つ
い
て
論
じ
た
小
編
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
は
、
比
較
法
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ベ

デ
ィ
ア
の
編
集
事
務
局
長
の
地
位
に
あ
る
著
者
が
、
編
集
の
過
程
で
生
じ
た

方
法
論
上
の
問
題
の
う
ち
、
同
比
較
の
た
め
に
ど
の
法
系
が
選
ば
れ
る
べ
き
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か
、
川
主
題
を
ど
の
よ
う
に
休
系
的
に
分
け
る
か
、
同
ど
の
よ
う
な
術
語
が

用
い
ら
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
三
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、

世
界
的
規
模
で
比
較
法
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
諸
点
で
あ
り
、
ず
で
に
刊
行
の
は
じ
ま
っ
た
エ
ン
サ
イ
グ
ロ
ベ
デ
ィ
ア
に

お
い
て
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
実
現
を
み
て
い
る
か
は
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
な
お
、
ド
ロ
ヅ
プ
ニ
ヅ
グ
に
は
、
そ
の
後
、
比
較
法
に
お
け
る
法
社

会
学
的
方
法
に
つ
い
て
論
じ
た
冨
a
r
c
L
t
L
ω
D
n
E
E岡山
B
一月
2
2
R
r
E

(
U
0
5
3
5
t
z
C
F
H
N与。一

Nω
印
(
一
回
コ
)
場
色
町
(
紹
介
、
大
木
・
比
較

法
研
究
三
四
号
一
一
一
一
一
頁
〉
が
あ
る
。

な
お
、
フ
ェ
リ
ー
ト
は
比
較
法
の
方
法
論
に
関
す
る
上
記
二
論
稿
の
意
義

は
、
最
近
の
大
学
改
革
に
伴
い
、
比
較
法
の
研
究
・
教
育
が
危
機
に
瀕
し
て

き
た
現
状
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
重
要
性
を
増
し
た
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る

(
F
H
F
P
O・
C
-
ω
・
2
3
0
同
様
な
危
機
感
は
ア
メ
リ
カ
に
も
見
ら
れ
る

現代比較私法学の諮問題

((U97ロ
己

主

斗

r命、
H，
E
口
7
5向
。
円
。
0
5司
日
比
一
〈
ぬ
円
ω当
'
〉
ヨ
』
.(U2出℃・

「
〈
o-
・
5
2
0
#
参
照
)o
日
本
の
比
較
法
学
者
の
聞
に
危
機
感
が
あ
ま

り
見
ら
れ
な
い
の
は
、
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
が
、
第
一
巻
の
前
半
コ
般
お
よ
び
比
較
法
理
論
」
所
収
の
論
稿
の

紹
介
で
あ
る
が
、
比
較
法
理
論
に
重
点
を
お
い
た
た
め

一
般
法
理
論
に
つ

い
て
の
深
い
思
考
の
所
産
で
あ
る

F

E

S
口
出
名
古
巾
f
c
m
m
E
L
H
W口丹
l

者
片

E
C
D
g
E
C
m一戸内
Y
T
2件。コ

7
2三
m
q
』ロコ
ω司
E
L
g
N
(
ω

一印
lmN)
の
内

容
に
つ
い
て
言
及
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

第
一
巻
後
半
は
「
国
際
私
、
法
」
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
国
際
私
法
プ

ロ
パ
!
に
関
す
る
論
文
の
紹
介
は
す
べ
て
省
略
し
、
こ
こ
で
は
た
だ
一
九
七

二
年
八
月
に
発
効
し
た
国
際
動
産
売
買
統
一
法
に
関
す
る
二
論
文
に
つ
い
て

(め
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
o
U
2
z
-
∞
&
2
2口問

5
ι
P
5
r
t
oロ
《
貯
門
会
∞
E
i

cnr九
回
開
吋
戸
開

5
7
2
2
m
E
Z
N
昨日

)
q
rロ
笠
宮
町
口
弘

-
o
E
-
g
穴
2
C『

Z
4
2悶
{

一R
r
q
v
n
r
g・
(ω

主

γ会
ω)
は
、
統
一
法
九
条
の
取
引
慣
行
の
規
定
に

つ
い
て
批
判
す
る
も
の

o
J
E
e
p
吋
Z
C
E守
口
出

ω乙
EHhω
君
。
『

F
m

一
泊
宏
司
ω
m
E
n
c口
〈
空
門
M
G
ロ
E
仏
子
。

Hmg己
∞
ω
-
E
h
m毛
色
一
回
目
∞
(
∞

合
印
i
怠
ω)
は
、
統
一
法
と
最
新
の
立
法
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
売
買
法
と
を

比
較
す
る
も
の
o
そ
の
他
、
法
の
統
一
に
関
す
る
論
稿
と
し
て
は
、
ロ
ー
マ

の
私
法
統
一
協
会
四

O
周
年
を
記
念
し
た
出
自
問
。
・

3
n
r
F
F
Z
3
7

昨F
O
E
-
Z
Hロ
ω色
丹
三
『
戸
弓
仏
戸
ぬ
ぐ
O
B
E
r
g己
R
r
cロ
m
L
g

附

VHFJd昨日。ゲ件以

(ω
・

金
ωlム
品
目
)
、
国
際
通
貨
機
構
に
関
す
る
列
タ
ピ
志
口
2
2
5コ
〔
宮
内
吉
田
仲

【同山口問一、
Q
『
悶

2
3
p
t
cロ
ハ
古
田
v
d
丹市口出

5
0口
洋
包
括

E
Z
S
P
E
C
E一
(ω
・品目印

I
A
∞-) 
一
宮
E
P
吋
宮
思
ロ
《
山
吉
岡

n
Z
E
2
2
0『
神
宮
の
c
E
F
ユ々

2
5
L
mみ

(ω
目品∞
ωl#UM)
が
あ
る
。
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キ』資

第
二
巻
は
各
論
的
な
論
稿
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
、
い
く
つ
か
の
ト
ピ
ッ

ク
を
か
か
げ
て
、
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ω
法
律
行
為
・
契
約
に
関
し
て
は
、
ま
ず

N毛
色
向
。
p
w
h
R
Z品。
i

同門
r
p
q
・

5
仏
工
〈
耳
件
g
m
z
r
c
Z
3
S
ω
l
Eさ
が
小
編
な
が
ら
注
目
さ

れ
る
。
ッ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
は
、
こ
の
論
稿
の
中
で
、
比
絞
法
の
よ
う
な
機
能

的
方
法
に
と
っ
て
「
法
律
行
為
」
概
念
は
有
意
義
に
機
能
せ
ず
、
「
契
約
」
概

念
に
つ
い
て
も
、
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
に
依
権
契
約
以
外
の
も
の
を
も
総
称
す

る
場
合
に
は
や
は
り
十
分
に
機
能
し
な
い
と
し
、
さ
ら
に
「
契
約
の
自
由
」

に
代
わ
っ
て
「
契
約
正
義
」
が
機
能
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
o

本
稿
に

対
し
て
は
、
保
守
的
な
側
か
ら
の
反
論
は
当
然
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
フ
エ
リ
ー
ト
も
、
法
仙
刊
行
為
慨
入
品
の
有
用
性
と
契
約
自
由
の
重
要
性
を

認
め
る
立
場
か
ら
は
げ
し
く
批
判
し
て
い
る
(
司
2
正唱

m
P
0
・
ω・
日
∞
l

印
包
〉
。
な
お
木
稿
も
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
の
反
ド
グ
マ
主
義
の
あ
ら
わ
れ
で

あ
る
が
、
そ
の
見
解
を
知
る
に
は
、

N宮内
F
m
2
y
m
R
Z
m〈
再
開

-2円
宮
口
問
v

ω}。ω
件。
5
5
d仏
己
完
民
自
己
M
F
E
H
司
日
門
的
円
}
三

P
E吋∞血丹丹同町}百円回一回目
U
'
ム
ム

ω

が
便
利
で
あ
る
o

も
っ
と
も
、
そ
の
行
き
す
ぎ
(
?
〉
が
先
輩
絡
の
デ
レ
に

よ
り
た
し
な
め
ら
れ
て
は
い
る
が
(
ロ
2
-
P
H
N再
Z
&
c
m
E
a
p
cロ
ι
河内
l

円
r
r
2
a
E
F
E
m
-
H
μ
与均一回

Nω
品
(
一
回
吋

3
・
品
。
ω・
紹
介
、
大
木
・
比
較

法
研
究
三
三
号
一
四
八
頁
)
。
わ
が
国
の
問
題
状
況
も
商
ド
イ
ツ
に
似
て
い

る
。
わ
が
国
で
も
、
法
律
行
為
の
概
念
は
抽
象
的
に
す
ぎ
る
と
い
う
批
判

が
あ
る
が

(
星
野
「
現
代
に
お
け
る
契
約
」
民
法
論
集

3
巻
一
一
一
一
良
な
お

「
随
想
花
釈
民
法
」
第
三
巻
参
照
)
、
こ
れ
に
対
し
、
法
律
行
為
論
を
本
格
的

に
擁
護
し
よ
う
と
す
る
論
稿
も
あ
る
(
浜
上
「
法
律
行
為
論
の
『
ロ
l
マ
・

ゲ
ル
マ
ン
法
系
』
的
性
格
」
阪
大
法
学
六
五
号
)
。

法
律
行
為
の
無
効
論
に
関
し
て
、

E
ロ
の

2
2
p
、叶宮
(
U
C
ロ
門
町
三
弘
司
『
D
l

228hw]
〈
乙
正
5
1
・
子
m
U
2
E
B
C『

Z
己
口
々
月
ohE丘
(ω

印。印
ll

回
一
〉
は
、

E
C
司
法
裁
判
所
が
切
cony
事
件
〈
一
九
六
二
年
)
で
「
暫
定
的

有
効

(
P
2
E
G
g
-
〈
PELF々
)
」
理
論
を
採
用
し
た
の
を
契
機
と
し
て
、
間
押

力
的
な
無
効
論
を
比
較
法
的
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
o

こ
こ
に
は
、

E
C

法
の
各
国
内
法
へ
の
影
響
の
可
能
性
が
見
ら
れ
る
。

行
為
能
力
に
関
し
、

E
E
5チ

F
E
n
H
ν
s
r
r
E白
色

ζ
5
2
m
w

。s
l

同

E
n丹に
μ
一内向司山内四件
}JH耐え
102出
弓
開
口
m
r口
《
子
明
日
口
。
♂
開
門
}
己
GhvEω
ロ仏三回。

C
2
2
ι
g
a
2
0『
〉

E
q
R
P
(
ω

印
Nω!日
印
)
は
、
四
カ
国
に
つ
い
て
、

未
成
年
者
の
契
約
能
力
の
拡
大
の
傾
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
お
、
著

者
の
見
解
は
成
年
年
令
を
一
八
才
に
引
き
下
げ
る
説
で
あ
る
。
本
稿
の
対
象

外
で
あ
る
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
近
時
成
年
年
令
の
引
き
下
げ
を
め
ぐ
っ
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て
論
争
が
続
い
て
い
る
(
比
較
法
研
究
三
四
号
一
四

O
頁
参
照
〉
0

わ
が
国

で
は
一
向
に
問
題
に
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
ど
う
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。

英
米
契
約
法
と
ド
イ
ツ
契
約
法
の
比
較
は
、
か
つ
て
教
授
資
絡
論
文
と
し

て
名
著
り
お
臼
z
r日
内
H
2
2ユ
辺
関
口
円
Z
ロ

W
E
5
2子
巴
同
E
S
2
F
B

き
四
-
o
l
ω
2
2
E三
月
宮
口
問
。
口
Z
W
一回
ω刊
を
著
し
た
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に

捧
げ
る
論
文
の
テ
l
マ
と
し
て
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
の
一
つ
で
あ

る
O
H
K
G
3コ
N-
開口仲間。-江
-
n
y
o
cロ仏ロロ巾ロ門向。-伸一一円}戸月刊の
2
n
y
p『

gw
何
百
。

〈
巾
片
岡

]
z
n
y
g♀

F
g
n
r
z昌
吉
宏
己
主
5
5
L
仏

2

8
包
T
5
2
l

宮
包
括
宮
口
河
内
円
7
2
3・
2吋
1
8
8
は
、
無
償
契
約
の
法
的
保
護
の
問
題

に
つ
い
て
両
者
を
比
較
し
、
ド
イ
ツ
民
法
五
一
八
条
(
贈
与
の
成
立
の
た
め

に
は
公
正
証
書
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
規
定
〉
の
よ
う
な
規
定
は
維
持
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ
法
の
司
E
u
u
g
q
g
g喜
四
一
の
法
理
は

現代比較私法学の諸問題

ド
イ
ツ
に
も
有
益
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

(2) 

損
害
賠
償
法
に
関
し
て
、

ω三
戸
川
山
内
z
r
g
g
m
w叶
N
-
E
L
ぽ
E
F

回
古
川
勾
ロ
プ
片
山
2
同四
-
m
R
Z
E
σ
ω
r
F
N
N
O
(
ω
・
8
u
l包
O
)

は
、
民
法
・
刑
法
両

領
域
に
ま
た
が
る
機
能
的
比
較
方
法
を
試
み
、
損
害
賠
償
と
刑
罰
と
の
限
界

は
そ
れ
ぞ
れ
の
法
秩
序
に
よ
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

出
切
口
}
回
、
吋
凶
器
出

E三
口
E
コ
m
m
g

『

O
H
F
S仲
間
hw『ロ宮町切

(ω

印
白
丁
目
Nω
〉

は
、
逸
失
利
誌
の
中
か
ら
被
害
者
の
所
得
税
を
控
除
す
べ
き
か
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
法
を
対
象
と
し
て
、
損
害
賠

償
法
と
租
税
法
の
雨
領
域
に
ま
た
が
り
、
機
能
的
比
較
を
試
み
、
ド
イ
ツ
の

立
法
が
一
番
す
ぐ
れ
て
い
る
と
す
る
o
わ
が
国
で
も
同
様
な
問
題
に
直
面
し

て
い
る
の
で
(
最
判
昭
四
五
・
七
・
一
一
四
民
集
二
四
巻
七
号
一
一
七
七
頁
参

照
〉
、
わ
れ
わ
れ
に
と
り
実
用
価
値
の
高
い
論
文
で
あ
る
。

ζ
耳
切
の
「

ω一-〈
G口
目
。
r日
ω
Z
E
W
N
C
E
開
自
己

N
仏

2
〈

G
E
2
m岳
CMR-M

「

2
〈
司
君
。
=Lロコ四

2
ロ
Z
H
N
E司
Z
F
Y
E
E宮

(ω
・
mM印
1
2
3
は
、
被
害

者
が
事
故
に
備
え
て
あ
ら
か
じ
め
予
備
車
を
用
意
し
て
い
た
場
合
に
、
加
害

者
に
予
備
車
の
製
造
・
維
持
費
の
相
当
部
分
の
賠
償
義
務
を
課
し
た
西
ド
イ

ツ
の
判
例
(
切
の
出
N
ω
M
U
日∞
O
)

を
中
心
に
論
じ
た
も
の

o
英
米
法
に
若
干

一
百
及
し
て
い
る
が
、
比
較
法
的
研
究
と
は
い
い
が
た
い
。

(3) 

債
務
不
履
行
の
領
域
で
は
、
戸
2
2
w
g
o
p

間
宮
、
H，v
J】

L
2
戸
巳
込
EMmm飢え山門戸
Mロ
mσ
ロ

(ω'
四六

ωlm印∞〉

は
、
英
米
法
の

自
昨
日
己
目
出
g
q
F
E岳
に
相
当
す
る
債
務
者
に
よ
る
履
行
拒
絶
を
、

ツ
の
制
服
行
障
碍
論
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
る
べ
き
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る。
債
務
不
履
行
と
不
法
行
為
に
ま
た
が
る
問
題
と
し
て
、
今
日
の
最
大
の
焦

点
で
あ
る
製
造
者
立
任
法
に
つ
い
て
、
〈
g
n
2
5
2
q
p
H
J
C丸
三
門
的
ピ
ロ
i

ド

イ
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が↓

E
E可
(ω
・白山由
l
m
∞
一
〉
は
、
大
陸
法
の
現
状
を
明
快
に
概
観
し
て
お
り
、
利

資

用
価
値
引
か
高
い
(
な
お
西
ド
イ
ツ
の
現
状
に
つ
い
て
、
柏
木
「
ド
イ
ツ
に
お

け
る
製
造
者
支
任
論
の
展
開

ω」
神
法
二
二
巻
二
号
参
照
)
。

同
じ
く
債
務
不
履
行
と
不
法
行
為
に
ま
た
が
る
問
題
で
あ
る
請
求
権
競
合

論
に
つ
い
て
、

ω円
Z
2
7
マぽ
5
・
〉
ゲ
言

R
E
E
d岡
田

ω円}百円
N
L
g
〈
q
r悼口問。ョ

E
L
H
)
m
-
F
t
B
n
Z
(
ω
・四∞
ωI吋O
A
)

は
、
取
庇
よ
り
生
じ
た
損
害
に
対
し
不

法
行
為
請
求
権
も
発
生
す
る
場
合
に
、
そ
の
請
求
権
は
桜
』
枇
担
保
の
短
期
時

効
に
服
す
る
か
と
い
う
問
題
を
論
じ
て
い
る
o
請
求
権
競
合
論
に
関
す
る
著

者
の
比
較
法
的
研
究
は
、
そ
の
後
、
〈
三
日
間
宮
三
E
ロ
m
E
L
E∞
g
d
E四
l

一Mnrm
出
え
宮
コ
mw
一
回
口
と
な
っ
て
完
成
し
た
。
そ
こ
で
は
、
著
者
は
、
す

べ
て
の
場
合
に
共
通
す
る
公
式
の
樹
立
を
さ
け
、
ケ
ー
ス
群
ご
と
の
解
決
を

め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
o

わ
が
学
界
の
共
感
を
呼
び
そ
う
で

あ
る
(
四
宮
「
請
求
権
競
合
問
題
に
つ
い
て
」
法
協
九

O
巻
五
号
参
照
)

0

(4) 

比
較
法
に
親
し
み
に
く
い
不
動
産
法
の
分
野
に
つ
い
て
、
以
下
の

論
文
が
あ
る
。
ま
ず
、

ζ
R
q
E
E
-
吋

od認
可
凶
丘
旬
。
c
E宮
E
2
2
ω
件ロ
L可
申
同

子。

ωω
一
。
。
『
円
、
自
色

(ω
・吋
ω吋l
吋
印
出
〉
は
、
円
三
司
自
己
5
E
]
開口門司
n-c唱。
L
E

の
準
備
作
業
と
し
て
、
的
土
地
売
買
の
対
象
は
何
か
、
川
譲
渡
行
為
の
法
的

性
格
は
何
か
、
同
土
地
売
買
の
簡
易
化
と
安
全
は
い
か
に
し
て
達
成
さ
れ
る

か
、
と
い
う
三
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
大
陸
法
と
英
米
法
の
み
な
ら

ず
、
社
会
主
義
法
を
も
視
野
に
入
れ
て
論
じ
て
い
る
o

ド
ロ
ッ
プ
ニ
ッ
グ
が

提
起
し
た
比
較
方
法
の
困
難
さ
が
も
っ
と
も
著
し
い
分
野
な
の
で
、
完
成
稿

を
期
待
し
た
い
o

H
P自
-
2・
(
U
2
2丹
ぬ
百
三
2
5
L
L
2
ω
口

E
円

N
L
g
Z
E
ω
r
E
E
m
l

巴
ロ
応
巾
回
己
s
n
E
Cロ向。ロ

N
E
Z
Z
O丘白
5
2
F
S
F
R
r
g
H
N
m
n
r円
(
∞
-
吋
白
↓
l

吋
∞
∞
〉
は
、
門
U
2
2件
。
ョ
日
比
2
(買
主
よ
注
意
せ
よ
)
の
原
則
は
ア
メ
リ
カ
で
は

一
般
的
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
家
屋
の
売
買
に
つ
い
て
も
動
産
の
担
保
責
任

と
同
様
な
発
展
が
見
ら
れ
る
と
す
る
o

本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
の
建
売
り
の
突

態
に
ま
で
ふ
み
こ
ん
だ
研
究
な
の
で
、
(
著
者
が
読
者
と
し
て
期
待
し
た
西
ド

イ
ツ
よ
り
も
)
不
良
建
売
り
業
者
の
横
行
し
て
い
る
日
本
に
と
っ
て
参
考
に

な
る
o

な
お
、
植
木
「
建
売
り
家
屋
に
お
け
る
寅
主
の
保
護
|
|
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
家
犀
買
主
保
護
の
一
断
面
(
資
料
紹
介
)
」
民
商
六
四
巻
一
ニ
号
は
、

と
く
に
断
っ
て
い
な
い
が
、
本
稿
に
則
し
た
研
究
で
あ
る
。

ピ
ヨ
℃
g
y
H
h
ω

℃円。百円
Mm持
品

rcH一NQHMSF(ω

∞
-
u
l
∞
お
)
は
、
ベ
ル
ギ

ー
の
一
九
二
四
年
法
に
よ
る
ア
パ
ー
ト
の
区
分
所
有
権
の
問
題
に
つ
い
て
、

比
較
法
的
に
検
討
し
て
い
る
o

(5) 

不
当
利
得
に
関
し
て
、
巴
ω当
S
F
円口伝
3
2
H
V
g
n
r
B
O口同

(ω
・吋∞∞

-
∞
一
∞
)
は
、
ド
イ
ツ
の
不
当
利
得
法
に
お
け
る
利
得
の
医
援
性
を
め
ぐ
る
議

論
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
最
後
に
、
英
米
の
法
律
家
は
こ
の
よ
う
な
議
論
が
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な
く
て
幸
運
だ
、
と
結
ん
で
い
る
o

全
く
同
感
で
あ
る
。
な
お
、
わ
が
国
で

は
、
こ
の
問
題
は
最
近
、
関
口
「
不
当
利
得
に
お
け
る
因
果
関
係
」
谷
口
還

歴
・
不
当
利
得
・
事
務
管
理
の
研
究

ω所
収
に
よ
り
本
格
的
に
論
ぜ
ら
れ
て

い
る
(
た
だ
し
、
本
稿
の
引
用
な
し
〉
。

(6) 

家
族
法
は
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
も
っ
と
も
得
意
と
す
る
分
野
な
の

で
、
本
論
文
集
も
六
編
の
論
稿
を
集
め
た
o
そ
の
う
ち
、
回
-Enl』
g
g
z
の

も
の
は
す
で
に
紹
介
し
た
o

宮ロ
-
r
7
}
1
3
2
E
P
N
2
Hぬ
ぐ

G
E
t
s
e
g

3
5己"。口問
2
2
N問。
σ己
=
悶
唱

E
m
r
g
o口牛耳ぬ

N戸
ヨ
何
百
四
g
a
N
L
q
〈

q
F問
中
l

-
E
Z
F
(
υ
E
S
S
E
?
?
一回印
0

3・∞お
1
8
8
は
、
革
命
的
家
族
立

法
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
・
ソ
ビ
エ
ト
・
中
国
革
命
の
さ
い
の
家
族
立
法
を

素
材
と
し
て
論
じ
た
六

O
頁
を
超
え
る
本
論
文
集
中
の
最
長
論
文
で
あ
る
。

と
く
に
中
国
家
族
法
に
つ
い
て
は
、
わ
が
仁
井
田
・
青
山
両
氏
の
日
本
語
文

献
が
遠
回
新
一
氏
を
通
じ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
o

わ
が
国
の
中
国
法
研
究
の

現代比較私法学の諸問題

水
準
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
ろ
う
。

ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
名
と
と
も
に
想
起
す
る
家
族
の
安
定
性
の
問
題
に

つ
い
て

z
g
M
r
g
p

同

μ
ユ〈
mw汁叶
ゅ
の

z
g
d
ι
ω
同ω
玄一伊丹伊丹

ι
2
同
プ

E
E
Z
n
r
t
l

2
色
。
片
}
】
g
L
2
巴
n
E
3
8司
1U1A)
は
、
私
法
制
度
は
婚
姻
の
安
定
性

の
維
持
に
寄
与
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
比
較
法
的
に
検
討
し
、
結
論
と
し

て

「
よ
い
法
律
で
も
婚
姻
を
改
善
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
、
か
、

悪
い
法
律
は
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
婚
姻
の
締
結
・
遂
行
・
解
消
に
対
し
、

有
害
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
結
ん
で
い
る
。
な
お
、
ラ
イ
ン

シ
ュ
ク
イ
ン
自
身
の
研
究
は
、
そ
の
後
、

H
N
Z訂
正
巳

p
ζ
2
2
2問
。
巳
m
r
E
竺

。
ぞ
2
2・
2ι
手
巾
戸
m
d
F
(
U
E
B向
。
↓

U吋M
と
し
て
刊
行
さ
れ
た

o
法

社

会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
点
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
水
準
を
抜
く
研
究
で
あ

る
が
、
精
神
分
析
的
手
法
が
流
行
し
つ
つ
あ
る
最
近
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ラ

イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
も
う
古
い
と
評
さ
れ
て
い
る
と
か
。

阿ハ

znrw
叶
「
。
豆
町
民
コ
ヨ
oEML
の
0
5
5ロロ伊丹可

HHν3-umw円
同
司
ω
ロ
ι
司

0
2
2

2
ロ
-
E昨日
Z
L
r〕
『
河

2
3同ロ
2σ

一CM
V
E
s
t
F
ロロ
c
r
r
戸
内
凶
者

(ω
・
可
印
l

U

U

C

は、

一
九
五
七
年
よ
り
施
行
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
の
新
夫
婦
財
産
制
を

紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
伝
統
的
な
一
般
的
共
同
制
の
下
で
、
管
理
・
処

分
権
を
夫
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
に
単
独
に
認
め
る
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い
る
が

〈
拙
稿
「
夫
婦
財
産
制
」
家
族
法
大
系

E
二
二

O
頁
附
記
参
照
〉
、
オ
ラ
ン
ダ
で

は
よ
く
機
能
し
て
い
る
と
さ
れ
る
o

な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
民
法
は
目
下
全
面
改

正
中
で
、
家
族
法
を
中
心
と
し
た
第
一
一
編
は
一
九
七

O
年
よ
り
施
行
さ
れ
た

(
夫
婦
財
産
制
は
そ
の
ま
ま
〉
。
全
体
が
完
成
す
れ
ば
、
プ
ラ

γ
ス
法
系
に
も

ド
イ
ツ
、
法
系
に
も
属
さ
ず
、
独
自
の
大
陸
共
通
法
と
い
う
べ
き
法
典
の
成
立

が
期
待
さ
れ
て
い
る

(N毛
色
向
。
ユ
ロ
穴
公
Nw
何
百
E
r
E口問

5
L
E
H
N
p
e
Z
T

〈ぬ
Hm-2円}戸口口
m
-
-
-
一
回
吋
ア
∞
-
一
一
一
『
・
〉
0
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料

離
婚
法
に
関
し
て
、
出
-
ロ
号
ユ
Emw
ロ
戸
。
∞
a
g
z
=
m
L
g
〈
q
m
n
z
-
L
S出

岳
町
内
凶
器
開
7
2
n
r
E
L
C
=四
ωznr丹
母
門

ω円「君
2N(ω

∞∞
ωl一
O二
)
は
、
世

資

界
で
は
じ
め
て
離
婚
原
因
に
つ
い
て
破
綻
主
義
を
採
用
し
た
ス
イ
ス
民
法
の

下
に
お
い
て
、
有
資
原
理
も
電
要
性
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
o

し
か
し
、
今
日
の
世
界
は
、
ま
さ
に
完
全
な
破
綻
主
義
の
採
用
を

問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
研
究
は
時
代
に
逆
行
す
る
も
の
と
い
え

な
い
こ
と
も
な
い
。
凶
ド
イ
ツ
の
改
在
離
婚
法
案
に
反
対
の
学
者
が
、
本
稿

を
評
価
す
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う

(
Eユ《「

ω
F
O
ω

印
巴
)O
な
お
、
離

婚
手
続
法
に
関
し
て
、

N
8
2・
E
巾
巴
】
虫
門
司
王
問
符
芹
2

5
各
分
円
向
日
l

円
7
2
n
r
mロ
NF2-宮
ONゆ
白
骨

ιロ
Gロ
伺
〈
G口
一
回
目
∞
〈
ω
・
-O
一
ωl一
ONJ
〉
は
、
ギ
リ

シ
ャ
の
新
法
を
紹
介
し
て
い
る
。

(7) 

そ
の
他
、
労
働
法
に
関
し
、
同
与
口
l
P
2
2
L
w
n
c
-
r
a
-
Z
∞
日
四
日
l

ロヨ
mω
ロ
ハ
】
下
。
問
主
主
3
=
・
(UCBHL。
g
g
g
q
m
S
L
〉
一
円
。
ヨ
主
7
4
∞
C
C
2
2

。
『
百
四
y
t
g
ι

。z-岡山門
E
E
(
ω

一OMω1
一
∞
品
川
)
は
、
労
働
協
約
の
問
題

を
法
源
論
と
関
連
し
て
論
じ
、
の
E
E
=自
r
a
-
E
O
国
民

Z
=四

L
2
〉同
l

r
a宮内
7
2
0
E
向。同
2
5
2
U
ュ=
g
(
ω
・
一
呈
ωl一
8
3
は
、
最
近
の
西
ド

イ
ツ
労
働
判
例
に
お
い
て
、
被
用
者
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
が
制
限
さ

れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
o
ま
た
、
会
社
法
の
分
野
で
は
、

国
ω口問

。-2M《比ロ
ω司
Mnrq・
0
芯
何
ロ
ケ
三
の
r一口口問
2
口
g
R
町内ハ目。
E
T
h
G円℃
OHm込
-o口
]ω==

《凶己
R
r
L
E
問。円
r
f℃百円
rzロ
m
-口
牛
g
d
ω
〉

(ω
・一

O
E
l
一
BQ)
が
ア
メ

リ
カ
会
社
法
の
研
究
と
し
て
、
目
r
m
g口
E
3
0一-
N
5
F
o
r
-
Z
E
-
-内

ι
2
〉
Z
5
Z
R『
!
2
5
5
3
n
y
U
3
.
一
O竺
l
呂
田
∞
)
は
株
主
議
決
権
の
比
較
法

的
研
究
と
し
て
、
貴
重
な
貢
献
を
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
経
済
法
の
分
野
で

は
、
前
記
諸
編
の
ほ
か
、

。αEW
H凶
出
川
}
ロ
巴
〈
ぬ
門
)
広
伸
ユ
一
E
S
E
r
-
-
u白

E
丹}戸。

ピ
三
宮
内
日
日
山
宮
古
ω
E
L
昨日再開
Z
E司
自
己
開
口
D
E
B
-口
(
U
O
B
E
E
F円可
lω
ロ
7
3ロロ

E
M
L
O
Eコ去
ml(UCロ
ω
Zロ
(ω
・
ロ

7吋
ω印
)
が
、

独
禁
法
に
関
す
る
ア
メ
リ

カ
と

E
C
の
判
決
を
比
較
し
、

一
見
パ
ラ
レ
ル
に
見
え
て
も
、
両
者
の
間
に

大
き
な
相
違
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
の
分
野

に
つ
い
て
は
、
紙
数
と
能
力
上
の
斑
白
か
ら
、
論
文
名
を
か
か
げ
る
だ
け
に

と
ど
め
た
い
。

さ
て
、
全
体
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
て
、
本
論
文
集
の
執
筆
者
は
、
ラ
イ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
提
起
し
た
問
題
を
捉
え
て
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る

窓
欲
を
示
し
て
お
り
、
理
想
的
な
祝
賀
論
文
集
に
な
っ
た
と
い
え
る
o
と
く

に
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
そ
の
師
ラ
l
ベ
ル
と
と
も
に
開
発
し
た
機
能
的

比
較
方
法
(
拙
稿
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展

ω」
北
法
二
一
巻
二

号
一
九
二
頁
以
下
参
照
)
は
、
多
く
の
執
筆
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
、
成
果

を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
o

し
か
し
、
法
社
会
学
的
研
究
と
い

う
点
に
な
る
と
、
若
干
の
執
筆
者
に
よ
っ
て
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
み
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で
、
十
分
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
ョ
l
ロ
ッ

パ
の
比
較
法
の
水
準
が
ま
だ
法
社
会
学
を
十
分
に
使
い
き
れ
る
段
階
に
迷
し

て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
「
法
名
宅
家
」
に
関
す
る
ラ
イ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
論
稿
(
本
誌
一
七
四
頁
)
は
、

一
九
六
九
年
九
月
の
西
ド
イ
ツ
比

較
法
学
会
で
の
記
念
講
演
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は
、
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
比
較
法
学
者
の
前
で
、
こ
れ
か
ら
の
比
較
法
学
は

法
社
会
学
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
力
説
し
て
い
た
の
が
、
印
象
的
で
あ

っ
た
。
こ
の
提
言
が
生
か
さ
れ
る
の
は
、
な
お
将
来
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

現代比較私法学の諸問題
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